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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次 第79期 第80期 第81期 第82期 第83期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高 (千円) 1,945,9864,837,4957,929,2749,961,7036,104,217

経常利益 (千円) 120,424 383,089 559,135 396,874 51,021

当期純利益 (千円) 64,641 209,617 327,613 229,791 22,882

持分法を適用した場合の
投資損失(△)

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 64,900 242,530 242,530 426,770 426,770

発行済株式総数 (株) 1,181,00014,310 28,620 35,230 35,230

純資産額 (千円) 162,009 721,0971,048,2341,647,7041,628,094

総資産額 (千円) 1,715,5405,051,3867,391,5466,781,2874,865,353

１株当たり純資産額 (円) 137.1750,391.1636,625.9546,769.9348,366.82

１株当たり配当額
(内、１株当たり中間配当
額)

(円)
―

(―)

―

(―)

―

(―)

500

(―)

500

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 67.07 17,365.4211,447.017,271.17 661.52

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― 6,828.48 645.42

自己資本比率 (％) 9.44 14.28 14.18 24.3 33.4

自己資本利益率 (％) 52.83 47.47 37.03 17.05 1.40

株価収益率 (倍) ― ― ― 4.2 25.1

配当性向 (％) ― ― ― 6.9 75.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △2,292,876△1,805,609925,0201,364,274

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △47,020 131,731 16,680 △4,120

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 2,846,3231,944,671△992,600△1,718,447

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) ― 830,5481,104,4331,053,533695,241

従業員数
（名）

16 33 44 47 36
〔外、臨時雇用者数〕 [―] [―] [―] [―] [―]
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(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

３　第81期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号　平成17年12月９日)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日)を適用しております。

４　第80期及び第81期の財務諸表につきましては、証券取引法第193条の２の規定に基づき、並びに、第82期及び第

83期につきましては、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受けて

おります。なお、第79期については、監査法人トーマツの監査を受けておりません。

５　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

６　当社は平成17年７月28日付で普通株式100株につき１株の株式併合を行っております。また、平成18年５月31日

付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。

７　第82期の１株当たり配当額は、ジャスダック証券取引所上場記念配当500円であります。

８　第79期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

９　第80期及び第81期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権を発行しておりますが、当

社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

10　第81期までの株価収益率は当社株式が非上場であり、期中平均株価の把握が困難なため記載しておりません。

11　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の雇用人員であります。
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２ 【沿革】

当社は明治19年２月に青木直治が現在の東京都墨田区において染色業を創業したことを発祥とし、昭和

11年５月に同地において法人組織化し「株式会社青木染工場」として資本金75万円をもって設立されまし

た。その後、昭和51年８月には宅地建物取引業者の免許を取得、不動産取引業を開始いたしました。

　平成７年２月には、商号を青木染工場(Aoki Dyeing Works)に因んで、「株式会社エー・ディー・ワーク

ス」に変更しました。その後、平成11年３月には、事業の目的を染色業から不動産の売買、仲介、賃貸管理、鑑

定、コンサルティングおよび投資顧問業務に転換いたしました。

　株式会社エー・ディー・ワークスに係る経緯は、次の通りであります。

　

年月 事項

昭和11年５月 法人組織として株式会社青木染工場を設立

昭和51年８月 宅地建物取引業者免許(東京都知事(10)第31177号)を取得、不動産取引業務を開始

昭和52年２月 東京都墨田区太平の本社を東京都中央区銀座の交詢ビルに移転

平成７年２月 商号を株式会社青木染工場から株式会社エー・ディー・ワークスに変更

平成11年３月 事業の目的を染色業から不動産の売買、仲介、賃貸管理、鑑定、コンサルティングおよび投資顧

問業務に転換

平成11年８月 不動産鑑定業登録(東京都知事(2)第1620号)

平成12年３月

 

子会社として、有限会社ハウスポート・リブを設立(平成17年７月に株式会社に組織変更され、

株式会社エー・ディー・エステートに社名変更)

平成13年11月不動産投資顧問業登録(国土交通大臣(一般)第424号)

平成14年４月 本社を東京都中央区銀座のムサシ７ビルに移転

平成16年５月 本社を東京都中央区銀座の京都新聞銀座ビルに移転

平成17年３月 証券会社とタイアップしたマルチアセット型の私募形式不動産ファンドを組成

平成17年12月信託受益権販売業登録(関東財務局長(売信)第288号)

平成18年１月 投資顧問業登録(関東財務局長第1483号)

平成18年５月 子会社、株式会社エー・ディー・エステートを吸収合併

平成19年２月 一級建築士事務所登録(東京都知事登録第53055号)(建築士法における登録事務所名は「株式

会社エー・ディー・ワークス一級建築士事務所」であります)

平成19年10月

平成20年12月

ジャスダック証券取引所へ株式上場

子会社として、株式会社エー・ディー・エステートを設立
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３ 【事業の内容】

当社は、(1)不動産鑑定・コンサルティング事業(2)不動産投資ファンド・サポート事業(3)不動産マネジ

メント事業(4)不動産流動化事業の４つの事業を行っております。

　

(1) 不動産鑑定・コンサルティング事業

　　当社は、不動産の公的鑑定評価・一般鑑定評価・デューデリジェンス業務及び運用コンサルティング業務

を行っております。公的鑑定評価につきましては、財務省、農林水産省等公的機関依頼の鑑定評価を行って

おり、一般鑑定評価につきましては、事業法人ならびに個人の依頼により住宅・商業施設・オフィスビル

等の鑑定評価を行っております。また、デューデリジェンス業務とは、不動産を物理的・法的・経済的な角

度から調査する業務であり、相続対策や不動産有効活用のための助言や企画提案を行うことが運用コンサ

ルティング業務であります。

　

(2) 不動産投資ファンド・サポート事業

　　当社は、不動産ファンドに関連する事業のうちノンアセット型ファンド・サポート業務をメインに行って

おります。ノンアセット型ファンド・サポート業務とは、各ファンド会社ならびに外資系投資会社へ優良

物件情報、物件運営ノウハウおよび各種マンパワーを提供・支援する等、ファンドビジネスのうち不動産

に係るあらゆる仕事を取り扱う業務であります。
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(3) 不動産マネジメント事業

当社は、当社所有物件ならびに未販売の販売用不動産から賃料収入を収受する業務を行っております。ま

た、不動産ファンドの投資対象となる物件を中心とした管理受託物件、当社所有物件および未販売の販売用

不動産等の管理・運営を行っております。主な業務といたしましては、入居者募集、入退去手続、賃貸借条件

の交渉、クレーム対応、賃料滞納に伴う督促業務、および建物メンテナンス管理を行っております。

　

(4) 不動産流動化事業

　　当社は、自己勘定により不動産を取得、運用により収益を確保しながら、物件価値を高めた上で売却すると

いう業務を行っております。対象となるクライアントは、個人、事業法人、ファンド等であり、各々のニーズ

にあった物件を販売しております。販売物件は、何らかの事情により本来の市場価格より過小に評価され

たものを取得し、建物管理状態の改善、用途変更、テナントの入れ替え、大規模修繕等を実施することによ

り物件価値の向上を図っております。

　また、販売用物件を自社で創出しながら事業運営の安定化を図るという観点から、事業用地を取得し販売

用物件を建設するという開発事業も行っております。この事業のスキームは当社が自己勘定による投資を

行い、事業法人などに売却し、当社で運営管理を受託するというものです。

　開発事業においては、個人の顧客を対象にした設計・監理業務も行っております。顧客が保有する不動産

の価値向上のため、当社の一級建築士がリストラクチャリングやリノベーションなどの企画を提案し、不

動産の有効活用などのサポートを行っております。

　個人の顧客を対象にした事業としては、当事業年度より新たに「リモデリング事業」を開始いたしまし

た。中古区分マンションや中古戸建などの居住用不動産を取得し、リフォーム等のリモデリングにより物

件価値を高めて個人エンドユーザーに売却するという事業であります。

　なお、「リモデリング事業」など居住用不動産を取り扱う事業につきましては、翌事業年度より子会社で

ある株式会社エー・ディー・エステートに移管し、当社においては収益不動産に特化した事業展開を進め

ることといたします。
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４ 【関係会社の状況】

　
該当事項はありません。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成21年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

36 36.5 3.3 5,826

(注) １　従業員数は就業人員数であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、世界的な景気の悪化による輸出の減少と、それに伴う生産の大幅

な減少などにより、景気が急速に悪化いたしました。企業収益の減少幅は拡大し、雇用情勢も厳しさを

増し、所得の伸び悩みもあって、個人消費は弱まっております。世界景気の一層の下振れ懸念や金融危

機の深刻化が危惧されるなか、国内経済の先行きについては、在庫調整が進展するにつれ悪化のテンポ

は緩やかになると見込まれますが、引き続き景気は悪化していくものと思われます。

　不動産市場におきましても、こうした金融不安の高まりのなか、「信用危機」により不動産融資に対

する審査は一層厳しさを増すとともに、雇用情勢の悪化に伴う個人所得の伸び悩みによりマンション

販売在庫数も高止まりしていること等から、資金繰りに行き詰まり破綻する企業が後を絶ちませんで

した。こうした業界を取り巻く環境は当面続くものと見込まれます。

　このような状況のもと、当社におきましては、業界環境の変化に速やかに対応し、物件の早期販売、仕

入基準の厳格化など、経営の健全化に努めてまいりました。また、こうした逆風下の状況をむしろ絶好

のビジネスチャンスととらえ、取扱物件の多様化により収益基盤の強化を図り、積極的な事業展開の準

備を進めてまいりました。なお、これらは「リモデリング事業」として第４四半期において収益を上げ

ております。

　当事業年度におきましては、こうした厳しい環境の下、不動産流動化事業においては物件の早期販売

に努める一方、５億円を超える物件については、Ｊ－ＲＥＩＴや不動産ファンド等の需要が少なくなっ

たため仕入れの段階から購入を見送り、比較的購買ニーズの旺盛な個人富裕層向けの少額物件の取扱

いにシフトしました。単価の低下に加え販売物件数の減少もあり、売上高は第３四半期末において修正

した業績予想の見込を下回る結果となりました。一方で、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産

投資ファンド・サポート事業及び不動産マネジメント事業においては着実に収益を上げ、利益につい

ては順調に推移いたしました。

　以上の結果、当事業年度における売上高は6,104百万円（前年同期比38.7%減）、営業利益172百万円

（前年同期比71.5%減）、経常利益51百万円（前年同期比87.1%減）、当期純利益は22百万円（前年同期

比90.0%減）となりました。

　

事業部門別の業績は以下のとおりであります。

　

① 不動産鑑定・コンサルティング事業

当事業年度におきましては、新規顧客開拓に注力してまいりましたが、前事業年度に計上した大型案

件の反動や業界環境の悪化による既存顧客からの受注案件数の減により、売上高は122百万円（前年同

期比46.6%減）、営業利益は27百万円（前年同期比70.4%減）となりました。

　

② 不動産投資ファンド・サポート事業

当事業年度におきましては、不動産ファンドを取り巻く市況の悪化や金融機関によるノンリコース

ローン審査の厳格化等により新規受託開拓は厳しい状況となりましたが、既存顧客への堅実なサポー

ト業務や第二種金融商品取引業者の免許を活用した営業活動などにより、売上高は124百万円（前年同

期比3.5%減）、営業利益は26百万円（前年同期比63.8%減）となりました。
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③ 不動産マネジメント事業

当事業年度におきましては、不動産流動化事業における慎重な仕入活動により販売用不動産の在庫

を圧縮し、それに伴いテナントからの賃料収入は減少しましたが、管理受託物件に係る手数料収入を堅

実に積み上げたことなどにより、売上高は486百万円（前年同期比16.3%減）、営業利益は272百万円

（前年同期比3.5%減）となりました。

　

④ 不動産流動化事業

当事業年度におきましては、不動産市況の低迷や不動産融資に対する審査の厳格化などにより、当事

業を取り巻く環境は厳しいものとなりましたが、資金調達面で制約が少なく不動産投資面で余力のあ

る個人富裕層及び資産保有を目的とする事業法人などのエンドユーザーにターゲットを絞るとともに

５億円未満の少額物件に特化した結果、売上高は5,370百万円（前年同期比40.5%減）、営業利益は82百

万円（前年同期比83.0%減）となりました。

　

(注)　間接部門に係る販売費及び一般管理費235百万円は各事業部門に配賦しておりませんので、各事業部門の営

業利益の合計額と全社営業利益の金額は一致しておりません。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年度末より358百万円

減少し、695百万円(前年同期比34.0％減)となりました。

　

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、1,364百万円(前年同期比47.5％増)となりまし

た。これは主に税引前当期純利益48百万円を計上したこと、たな卸資産が1,475百万円減少したこと、前

渡金が31百万円減少したこと及び法人税等を106百万円支払ったこと等によるものであります。

　

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、4百万円(前年同期比124.7％減)となりました。

これは主に新たに設立した関係会社の株式の取得による支出8百万円及び投資有価証券の売却による

収入3百万円等によるものであります。

　

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、1,718百万円(前年同期比73.1％増)となりまし

た。これは主に短期借入れによる増加2,703百万円、短期借入金の返済による減少4,276百万円、長期借

入れによる増加1,419百万円、長期借入金の返済による減少1,436百万円、社債の償還による減少60百万

円、自己株式の取得による支出26百万円及び配当金の支払による減少17百万円等によるものでありま

す。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社は、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産投資ファンド・サポート事業、不動産マネジメン

ト事業及び不動産流動化事業が主要な事業であり生産活動を行っていないため、該当事項はありません。

　

(2) 受注実績

当社は、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産投資ファンド・サポート事業、不動産マネジメン

ト事業及び不動産流動化事業が主要な事業であり受注活動を行っていないため、該当事項はありません。

　

(3) 販売実績

当事業年度における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

前年同期比(％)

不動産鑑定・コンサルティング事業　(千円) 229,089 122,445 △46.6

不動産投資ファンド・サポート事業　(千円) 129,282 124,768 △3.5

不動産マネジメント事業　　　　　　(千円) 580,475 486,049 △16.3

不動産流動化事業　　　　　　　　　(千円) 9,022,856 5,370,954 △40.5

　　　　　　　　　　　 合計　　　 (千円) 9,961,703 6,104,217 △38.7

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　不動産流動化事業における価格帯別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

販売価格帯別

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

５億円以上 1,838,052 20.4 ― ―

３億円以上５億円未満 4,132,908 45.8 2,863,097 53.3

３億円未満 3,051,896 33.8 2,507,856 46.7

合計 9,022,856 100.0 5,370,954 100.0

　
３　不動産流動化事業における販売先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

販売先種別

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

不動産ファンド 1,577,808 17.5 ― ―

不動産会社 1,835,890 20.3 243,903 4.5

一般法人 2,913,420 32.3 977,850 18.2

個人 2,695,736 29.9 4,149,200 77.3

合計 9,022,856 100.0 5,370,954 100.0
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４　不動産流動化事業における販売種類別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお

りであります。

販売種類別

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

一棟アパート ― ― 166,825 3.1

一棟マンション 5,931,277 65.7 3,981,595 74.1

一棟オフィス 1,986,961 22.0 921,797 17.2

土地 1,098,686 12.2 243,903 4.5

その他 5,930 0.1 56,834 1.1

合計 9,022,856 100.0 5,370,954 100.0

(注)　一棟アパートとは、木造および鉄骨造、ならびに一棟マンションとはRC(鉄筋コンクリート)造および

SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造の建物のことであります。また、一棟オフィスとはオフィス向けビル

ディングのことであります。

　

５　主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

合同会社クレップ・イ

ンベストメント・ジー
1,251,600 13.9 ― ―

㈱ユニバーサルハウジ

ング
982,400 10.9 ― ―
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３【対処すべき課題】

今後の見通しにつきましては、「百年に一度」と評されている昨今の世界同時不況により停滞しているわ

が国経済は時間をかけつつも徐々に景気回復に向かっていくものと思われますが、当面は景気の底打ちを探

る状況が続くものと予想されます。

　不動産業界につきましても、依然として厳しい経営環境の継続が予想されますが、前々事業年度からの不動

産価格の下落により高い利回りが期待できる収益不動産が出回りつつあることから、次期の後半において市

況の悪化に歯止めがかかるものと考えております。

　このような状況の中、当社の中期的な戦略は、不動産流動化事業によって高収益を確保する一方で、これま

で目指してきた不動産鑑定・コンサルティング事業および不動産投資ファンド・サポート事業における

フィービジネス、不動産マネジメント事業におけるストックビジネスの両建てによるストック型フィービジ

ネスへの収益構造の転換を更に推し進め、不動産市況の推移を注意深く見守りながら、経営の安定化および

業容の拡大を図っていくというものであります。

　この戦略を成功させるために、当社といたしましては、特に下記内容を重要課題として取り組んでまいりま

す。

　

① 仕入力及び販売力の増強

　当社は、不動産を取り巻く環境の変化に柔軟に対応しながら、優良な仕入物件を確保するために従来か

らの仕入情報ネットワークを一層強化し、不動産鑑定で養った目利きを活かして迅速に優良な物件仕入

れを行ってまいります。また、個別の物件ごとに適切なバリューアップを施し、最適な投資利回りを確保

できる魅力的な収益不動産を提供してまいります。また、区分マンション、戸建て等の居住用不動産を中

心としたリモデリング事業及び新築建売等の一般エンドユーザー向けの良好な居住用不動産の提供も

行ってまいります。

　

② 安定した資金調達の確保

当社では、不動産流動化事業を展開するにあたって物件取得に係る資金調達を機動的かつ安定的に行

う必要があります。これに対して、金融機関からの借入を効率的かつ安定的に利用できるように、資金

ニーズに合わせたシンジゲートローンの組成やコミットメント契約等によるタイムリーな資金調達に努

めてまいります。

　

③ 人材の育成

当社では、社員一人一人の業務スキルならびに知識の向上を図ることが事業の拡大・成長には不可欠

であると認識し、先輩社員によるOJTと共に定期的なセミナーへの参加などを行い、人材のレベルアップ

に取り組んでまいります。また、企業理念やコンプライアンスに基づいた業務運営体制の徹底のため、全

社員の意識の向上に努めてまいります。
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４ 【事業等のリスク】

　以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因になる可能性があると考えられる主な項目を記

載しております。当社といたしましては、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資

家の投資判断上、重要であると考えられる場合には、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示して

おります。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め

る方針であります。

　

① 経済情勢の動向について

当社が属する不動産業界は、景気動向、金利動向および地価動向等の経済情勢の影響を受けやすく、当社

においてもこれらの経済情勢の変化により各事業の業績は影響を受けます。当社では、不動産鑑定および

不動産営業において豊富な経験と高い専門知識を持った人材を多く抱えており、不動産にかかるリスクの

軽減と同時に、収益の極大化を図ることができるよう市況の動きに注意を払っておりますが、不動産市況

が当社の予測を超え、想定した以上の資産価値の下落を生じるような事態になった場合、当社の経営成績

および財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。

　

② 借入金について

(ⅰ) 有利子負債への依存について

当社は、物件取得および建築資金等の資金を金融機関からの借入金により調達しており、当社の総資産

額に占める有利子負債の割合は、平成21年３月期末59.4％、平成20年３月期末67.0％と比較的高水準であ

ります。今後におきましては、資金調達手段の多様化に積極的に取り組むことにより自己資本の充実に注

力する方針でありますが、市場金利が上昇する局面においては支払利息等の増加により、当社の経営成績

および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

(ⅱ) 調達および返済のリスクについて

当社は資金調達に際しまして、特定の金融機関に依存することなく、案件ごとに金融機関に融資を打診

し、融資実行を受けた後に各プロジェクトを進行させております。しかしながら、事業着手時期の遅延、も

しくは何らかの理由により計画どおりの資金調達が不調に終わった場合等には、当社の事業展開に影響を

及ぼす可能性があります。

　また当社では、有利子負債の返済原資を主に取得した物件の売却代金としており、物件の売却時期が計画

から遅延した場合、または、売却金額が当社の想定を下回った場合には、当社の資金繰りに影響を及ぼす可

能性があります。

　

③ 法的規制について 

当社では、法的規制の遵守を徹底しており、現時点において当該許認可等が取消しとなる事由は発生し

ておりませんが、将来何らかの理由により、当該許認可等が取消され又はそれらの更新が認められない場

合には、当社の事業活動に支障をきたすとともに、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　また、今後の法律改正または規制の動向によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、法的規制について、その有効期間その他の期限が法令、契約等により定められているものは次の通

りであります。
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　 関係法令 会社名 許認可(登録)番号 有効期限

1 宅地建物取引業法 ㈱エー・ディー・ワークス 東京都知事(10)第31177号
平成19年８月７日から
平成24年８月６日まで

2
不動産の鑑定評価に
関する法律

㈱エー・ディー・ワークス 東京都知事(2)第1620号
平成16年８月16日から
平成21年８月15日まで

3
不動産投資顧問業に
関する法律

㈱エー・ディー・ワークス
国土交通大臣(一般)第424
号

平成18年11月20日から
平成23年11月19日まで

4 金融商品取引法 ㈱エー・ディー・ワークス
関東財務局長(金商)第597
号

－

5 建築士法(注1) ㈱エー・ディー・ワークス 東京都知事登録第53055号
平成19年２月５日から
平成24年２月５日まで

(注1) 建築士法において登録している建築士事務所名称は、「株式会社エー・ディー・ワークス一級建築士
事務所」であります。

　

④ 人材の確保および育成について

当社の営む各事業は、専門性の高い不動産の知識と豊富な経験を有する人材によって成り立っており、

それぞれが連携し、そこから生まれる事業間のシナジー効果により、様々な顧客のニーズへの対応を可能

にしております。したがいまして、これら優秀な人材こそが当社の経営資源の核となるものであり、今後も

優秀な人材の採用、人事制度の充実等により人材の育成に積極的に取り組んでいく方針でありますが、当

社が求める人材の確保・育成が充分にできない場合や当社の役職員が大量に社外に流出した場合には、当

社の事業展開および業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑤ 顧客情報管理について

当社では、管理業務を受託している賃貸マンション等のオーナー、テナントならびに入居者、物件の売主

・買主、およびファンドの出資者等の個人情報を保有しており、今後も業務の拡大に伴いこれらの個人情

報が増加することが予想されます。当社といたしましては、これら個人情報を正確かつ最新の内容に保つ

よう努めるとともに、内部の情報管理体制の徹底により個人情報の保護に注力しております。

　当社が認識している限り、これまでにおいて顧客等の個人情報が外部に流出した事実はありません。しか

しながら、不測の事態により個人情報の漏洩等があった場合、損害賠償請求や信用低下等により、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

　

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して作成

されております。その作成に当たり、会計方針は原則として前事業年度と同一の基準を継続して適用する

ほか、引当金等につきましても過去の実績等を勘案し合理的に見積りを行い、また棚卸資産のうち重要な

長期滞留物件等について回収可能性の検討を行い必要な評価減を行なっております。

　

(2) 財政状態の分析

① 資産の状況

当事業年度における流動資産は、物件購入資金に係る自己負担額の増加により現金及び預金が358百

万円減少したこと、慎重な仕入活動によりたな卸資産が1,475百万円減少したことなどにより、4,802百

万円(前年同期比28.4％減)となりました。

　当事業年度における固定資産は、投資有価証券の売却などにより62百万円(前年同期比16.6％減)とな

りました。

　この結果、当事業年度における資産は4,865百万円(前年同期比28.3％減)となりました。

　

② 負債の状況

当事業年度における流動負債は、たな卸資産の減少により有利子負債が1,990百万円減少したこと、

未払法人税等及び未払消費税等が167百万円減少したことなどにより、1,554百万円(前年同期比59.0％

減)となりました。

　また、固定負債は、長期借入金の新規借入などにより1,682百万円(前年同期比25.2％増)となりまし

た。

　この結果、当事業年度における負債は、3,237百万円(前年同期比36.9％減)となりました。

　

③ 純資産の状況

当事業年度における純資産は、当期純利益22百万円を計上したこと、剰余金の配当17百万円を実施し

たこと、自己株式26百万円を取得したことなどにより、1,628百万円(前年同期比1.2％減)となりまし

た。

　

(3) キャッシュ・フロー分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より358百万円減少し、

695百万円(前年同期比34.0％減)となりました。

　

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、1,364百万円(前年同期比47.5％増)となりまし

た。これは主に税引前当期純利益48百万円を計上したこと、たな卸資産が1,475百万円減少したこと、前

渡金が31百万円減少したこと及び法人税等を106百万円支払ったこと等によるものであります。
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② 投資活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、4百万円(前年同期比124.7％減)となりました。

これは主に新たに設立した関係会社の株式の取得による支出8百万円及び投資有価証券の売却による

収入3百万円等によるものであります。

　

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、1,718百万円(前年同期比73.1％増)となりまし

た。これは主に短期借入れによる増加2,703百万円、短期借入金の返済による減少4,276百万円、長期借

入れによる増加1,419百万円、長期借入金の返済による減少1,436百万円、社債の償還による減少60百万

円、自己株式の取得による支出26百万円及び配当金の支払による減少17百万円等によるものでありま

す。

　

(4) 経営成績の分析

① 売上高の分析

当事業年度における売上高は、6,104百万円(前年同期比38.7％減)と減少いたしました。これは主に、

不動産流動化事業における投資用収益物件の販売件数の減少及び単価の低下などのほか、不動産マネ

ジメント事業において自社保有物件の管理戸数の減少により賃貸収入が減少したことなどによるもの

であります。

　上記記載の内容により、事業部門別の売上高は、不動産鑑定・コンサルティング事業122百万円(前年

同期比46.6％減)、不動産投資ファンド・サポート事業124百万円(前年同期比3.5％減)、不動産マネジ

メント事業486百万円(前年同期比16.3％減)、不動産流動化事業5,370百万円(前年同期比40.5％減)と

なりました。

　

② 費用・利益の分析

当事業年度における売上原価は、不動産流動化事業における売上高減少と経費削減により5,486百万

円(前年同期比36.8％減)、売上総利益は617百万円(前年同期比51.8％減)となりました。事業部門別の

売上原価は、不動産鑑定・コンサルティング事業93百万円(前年同期比29.7％減)、不動産投資ファンド

・サポート事業97百万円(前年同期比86.5％増)、不動産マネジメント事業207百万円(前年同期比

25.9％減)、不動産流動化事業5,087百万円(前年同期比38.1％減)となりました。

　販売費及び一般管理費は、人員減による人件費の減少やその他の一般管理費の削減効果により445百

万円(前年同期比34.1％減)となりました。

　この結果、営業利益は172百万円(前年同期比71.5％減)となりました。

　営業外収益は、受取利息及び配当金1百万円(前年同期比38.2％減)、年金掛金返戻金1百万円(前年同期

比418.2％増)などにより3百万円(前年同期比0.9％増)となりました。

　営業外費用は、有利子負債の期中平均残高減少による支払利息101百万円(前年同期比39.2％減)、支払

手数料23百万円(前年同期比15.0％増)などにより125百万円(前年同期比40.8％減)となりました。

　この結果、経常利益は51百万円(前年同期比87.1％減)となりました。

　特別利益は、投資有価証券売却益により1百万円(前年同期比85.9％減)となりました。

　税効果会計適用後の法人税等負担額は25百万円(前年同期比85.8％減)となりました。

　この結果、当期純利益は22百万円(前年同期比90.0％減)となりました。
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(5) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社は不動産鑑定業務に基づき知識・データの蓄積と様々な不動産取引業務によって培われた経験を

活かして、不動産と金融の融合ビジネスに取り込んでまいりました。

今後の業容の拡大を目指すためには、各事業部門の専門職層の育成や各事業間の相乗効果を高める有

効な方策などの課題に引き続き取り組んでいく必要があります。また、景気や市場動向等に大きく影響を

受ける不動産流動化事業における収益不動産販売に偏重している収益バランスから、不動産マネジメン

ト事業における管理受託物件の積上げによる管理手数料収入拡大や不動産投資ファンド・サポート事業

におけるフィービジネスの拡大を図り、バランスの取れた収益構造を構築していく方針であります。

さらに、当社は内部管理体制の整備を行い、法令遵守を徹底し、顧客からの信頼を維持するよう今後も

より一層のコンプライアンス体制の充実が必要であると考えております。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度においては、事務用機器備品など総額743千円の設備投資を行いました。

　

２ 【主要な設備の状況】

平成21年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業部門 設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数
(名)建物

工具、器具
及び備品

その他 合計

本社
(東京都中央区)

全社 本社機能 9,650 5,408 1,054 16,11236

(注) １　本社は賃貸ビルであり、賃借費用が発生しております。

２　帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウエア及び電話加入権であります。なお、金額には消費税等は含まれてお

りません。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000

計 100,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成21年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年６月26日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 35,230 35,230ジャスダック証券取引所
単元株制度を採用し
ておりません。

計 35,230 35,230 ― ―

　（注）(1)普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　　　　(2)提出日現在の発行数には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。

① 平成17年８月８日臨時株主総会決議

　
事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成21年５月31日)

新株予約権の数（個） 550 550

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注)１、３ 1,100 1,100

新株予約権の行使時の払込金額（円）　(注)１、３ 14,000 同左

新株予約権の行使期間
平成17年９月１日から

平成27年８月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１、３

発行価格　　14,000

資本組入額　 7,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の全部または一

部につき第三者に対して譲

渡する場合は当社取締役会

の承認を要する。（注）２

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
― ―

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、当該基準日の翌日において次の算式により１株当たりの行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後

＝
調整前

×
１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

　
また当社が行使価額を下回る価額で新株を発行する場合（ただし、新株予約権の行使による場合を除く）

または自己株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・プライス方式）により１株当たりの行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後

行使価額
＝

既発行株式数×調整前行使価額 ＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

　
　　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が吸収分割もしくは新設分割を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整

を行う。

　　　　２　新株予約権の行使条件

①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、使用人または監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退

職その他正当な理由があり取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権者が新株予約権を行使できる期間中に死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使する

ことができる。

③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

④その他の条件については、平成17年８月８日開催の臨時株主総会及び平成17年８月30日の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定められて

います。

　　　　３　平成18年４月12日開催の取締役会決議により、平成18年５月31日付で１株を２株に分割しております。

これにより、新株予約権の目的となる株式の数は1,100株、新株予約権の行使時の払込金額は14,000円、新株

予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額は、発行価格14,000円、資本組入額7,000

円に調整されております。
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② 平成17年８月８日臨時株主総会決議

　
事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成21年５月31日)

新株予約権の数（個）（注）３ 709 709

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注)１、３ 1,418 1,418

新株予約権の行使時の払込金額（円）　(注)１、３ 14,000 同左

新株予約権の行使期間
平成19年９月１日から

平成21年８月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１、３

発行価格　　14,000

資本組入額　 7,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の全部または一

部につき第三者に対して譲

渡する場合は当社取締役会

の承認を要する。（注）２

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
― ―

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、当該基準日の翌日において次の算式により１株当たりの行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後
＝

調整前
×

１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

　
また当社が行使価額を下回る価額で新株を発行する場合（ただし、新株予約権の行使による場合を除く）

または自己株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・プライス方式）により１株当たりの行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後

行使価額
＝

既発行株式数×調整前行使価額 ＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

　
　　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が吸収分割もしくは新設分割を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整

を行う。

　　　　２　新株予約権の行使条件

①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、使用人または監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退

職その他正当な理由があり取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の行使にあたっては、次の条件に従う。

（ⅰ）平成19年９月１日から平成20年８月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

（ⅱ）平成20年９月１日から平成21年８月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

ただし、（ⅰ）に新株予約権を一部行使した場合、あるいは行使しなかった場合には、その権利は持ち越さ

れ、（ⅱ）の期間にすべての新株予約権を行使できるものとする。なお、（ⅰ）に行使株式数に端数が生じ

る場合においては、端数株式数は（ⅱ）の期間に持ち越されるものとする。

③新株予約権者が新株予約権を行使できる期間中に死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使する

ことができる。

④新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

⑤その他の条件については、平成17年８月８日開催の臨時株主総会及び平成17年８月30日の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定められて

います。
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　　　　３　平成18年４月12日開催の取締役会決議により、平成18年５月31日付で１株を２株に分割しております。

これにより、新株予約権の行使時の払込金額は14,000円（発行価格14,000円、資本組入額7,000円）に調整さ

れております。当該株式分割、新株予約権の行使及び付与対象者の退職等による失権の結果、本書提出日現在

の新株予約権数及びその目的となる株式数はそれぞれ709個及び1,418株であります。
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　③ 平成18年３月14日臨時株主総会決議　

　
事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成21年５月31日)

新株予約権の数（個）（注）３ 194 194

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

(注)１、３、４
388 388

新株予約権の行使時の払込金額（円）　(注)１、３ 75,000 同左

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日から

平成22年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１、３

発行価格　　75,000

資本組入額　32,500
同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の全部または一

部につき第三者に対して譲

渡する場合は当社取締役会

の承認を要する。（注）２

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
― ―

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、当該基準日の翌日において次の算式により１株当たりの行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後

＝
調整前

×
１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

　
また当社が行使価額を下回る価額で新株を発行する場合（ただし、新株予約権の行使による場合を除く）

または自己株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・プライス方式）により１株当たりの行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後

行使価額
＝

既発行株式数×調整前行使価額 ＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

　
　　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が吸収分割もしくは新設分割を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整

を行う。

　　　　２　新株予約権の行使条件

①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、使用人または監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退

職その他正当な理由があり取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の行使にあたっては、次の条件に従う。

（ⅰ）平成20年４月１日から平成21年３月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

（ⅱ）平成21年４月１日から平成22年３月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

ただし、（ⅰ）に新株予約権を一部行使した場合、あるいは行使しなかった場合には、その権利は持ち越さ

れ、（ⅱ）の期間にすべての新株予約権を行使できるものとする。なお、（ⅰ）に行使株式数に端数が生じ

る場合においては、端数株式数は（ⅱ）の期間に持ち越されるものとする。

③新株予約権者が新株予約権を行使できる期間中に死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使する

ことができる。

④新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

⑤その他の条件については、平成18年３月14日開催の臨時株主総会及び平成18年３月30日の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定められて

います。
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　　　　３　平成18年４月12日開催の取締役会決議により、平成18年５月31日付で１株を２株に分割しております。

これにより、新株予約権の行使時の払込金額は75,000円（発行価格75,000円、資本組入額37,500円）に調整

されております。当該株式分割及び付与対象者の退職等による失権の結果、本書提出日現在の新株予約権数

及びその目的となる株式数はそれぞれ194個及び388株であります。
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会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　④ 平成19年３月12日臨時株主総会決議　

　
事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成21年５月31日)

新株予約権の数（個）（注）４ 170 170

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注)１、４ 170 170

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注)１ 82,000 同左

新株予約権の行使期間
平成21年４月１日から

平成23年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１、３

発行価格　　82,000

資本組入額　41,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の全部または一

部につき第三者に対して譲

渡する場合は当社取締役会

の承認を要する。（注）２

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
（注）３ 同左

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、当該基準日の翌日において次の算式により１株当たりの行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後

＝
調整前

×
１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

　
また当社が行使価額を下回る価額で新株を発行する場合（ただし、新株予約権の行使による場合を除く）

または自己株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・プライス方式）により１株当たりの行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後

行使価額
＝

既発行株式数×調整前行使価額 ＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

　
　　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が吸収分割もしくは新設分割を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整

を行う。
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　　　　２　新株予約権の行使条件

①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、使用人または監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退

職その他正当な理由があり取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の行使にあたっては、次の条件に従う。

（ⅰ）平成21年４月１日から平成22年３月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

（ⅱ）平成22年４月１日から平成23年３月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

ただし、（ⅰ）に新株予約権を一部行使した場合、あるいは行使しなかった場合には、その権利は持ち越さ

れ、（ⅱ）の期間にすべての新株予約権を行使できるものとする。なお、（ⅰ）に行使株式数に端数が生じ

る場合においては、端数株式数は（ⅱ）の期間に持ち越されるものとする。

③新株予約権者が新株予約権を行使できる期間中に死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使する

ことができる。

④新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

⑤その他の条件については、平成19年３月12日開催の臨時株主総会及び平成19年３月12日の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定められて

います。

　　　　３　組織再編行為時の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株

予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。その場合においては、残存新株予約権は消滅す

るものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と

同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

⑤新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発行日のうちいずれか遅

い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。

４　付与対象者の退職等による失権の結果、本書提出日現在の新株予約権数及びその目的となる株式数はそれぞ

れ170個及び170株であります。
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⑤ 平成20年６月26日定時株主総会決議　

　
事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成21年５月31日)

新株予約権の数（個）（注）４ 447 447

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注)１、４ 447 447

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注)１ 36,548 同左

新株予約権の行使期間
平成21年４月１日から

平成23年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１、３

発行価格　　36,548

資本組入額　18,274
同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の全部または一

部につき第三者に対して譲

渡する場合は当社取締役会

の承認を要する。（注）２

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
（注）３ 同左

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、当該基準日の翌日において次の算式により１株当たりの行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後
＝

調整前
×

１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

また当社が行使価額を下回る価額で新株を発行する場合（ただし、新株予約権の行使による場合を除く）

または自己株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・プライス方式）により１株当たりの行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後

行使価額
＝

既発行株式数×調整前行使価額 ＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

　　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が吸収分割もしくは新設分割を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整

を行う。

　　　　２　新株予約権の行使条件

①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、使用人または監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退

職その他正当な理由があり取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

②新株予約権者が新株予約権を行使できる期間中に死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使する

ことができる。

③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

④その他の条件については、平成20年６月26日開催の定時株主総会及び平成20年６月26日の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定められて

います。
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　　　　３　組織再編行為時の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株

予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。その場合においては、残存新株予約権は消滅す

るものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と

同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

⑤新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発行日のうちいずれか遅

い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使条件

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

⑦新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

⑧新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。

４　付与対象者の退職等による失権の結果、本書提出日現在の新株予約権数及びその目的となる株式数はそれぞ

れ447個及び447株であります。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成16年５月20日
（注）１

600,0001,000,00030,000 50,000 ― 4,673

平成16年９月29日
（注）２

40,0001,040,0002,000 52,000 ― 4,673

平成16年９月29日
（注）３

20,0001,060,0001,005 53,005 ― 4,673

平成16年９月29日
（注）４

27,0001,087,0004,995 58,000 ― 4,673

平成17年３月30日
（注）５

60,0001,147,0003,000 61,000 ― 4,673

平成17年３月30日
（注）６

14,0001,161,0001,050 62,050 ― 4,673

平成17年３月30日
（注）７

10,0001,171,0001,000 63,050 ― 4,673

平成17年３月30日
（注）８

10,0001,181,0001,850 64,900 ― 4,673

平成17年７月28日
（注）９

△1,169,19011,810 ― 64,900 ― 4,673

平成17年８月30日
（注）10

210 12,020 5,880 70,780 ― 4,673

平成18年３月10日
（注）11

2,290 14,310 171,750242,530171,750176,423

平成18年５月31日
（注）12

14,310 28,620 ― 242,530 ― 176,423

平成19年10月18日
（注）13

5,400 34,020 175,770418,300175,770352,193

平成19年10月19日～
平成20年３月31日

（注）14
1,210 35,230 8,470 426,770 8,470 360,663

　
(注) １　未処分利益の資本組入により資本金が30,000千円増加しております。　　

　 ２　有償第三者割当増資　発行価格　50円　資本組入額　50円　割当先　諸井督昌、安達俊秀

　 ３　有償第三者割当増資　発行価格　50.25円　資本組入額　50.25円　割当先　増田努

　 ４　有償第三者割当増資　発行価格　185円　資本組入額　185円　割当先　有限会社リバティーハウス

　 ５　有償第三者割当増資　発行価格　50円　資本組入額　50円　割当先　増田努、本多正憲、松本英次

　 ６　有償第三者割当増資　発行価格　75円　資本組入額　75円　割当先　内海正人

　 ７　有償第三者割当増資　発行価格　100円　資本組入額　100円　割当先　上村公平、平田恒一郎

　 ８　有償第三者割当増資　発行価格　185円　資本組入額　185円　割当先　田中明夫

　 ９　平成17年６月24日開催の定時株主総会決議により、平成17年７月28日付で普通株式100株を１株に株式

併合しております。これにより、株式数は1,169,190株減少し、発行済株式総数は11,810株となってお

ります。

　 10　有償第三者割当増資　発行価格　28,000円　資本組入額　28,000円　主な割当先　増田 努、株式会社週刊住

宅新聞社、その他３名

　 11　有償第三者割当増資　発行価格　150,000円　資本組入額　75,000円　主な割当先　みずほキャピタル第２

投資事業有限責任組合、アセット・マネジャーズ㈱、MUFGベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任

組合、その他14名

　 12　平成18年４月12日開催の取締役会決議により、平成18年５月31日付で普通株式１株を２株に株式分割

しております。これにより、株式数は14,310株増加し、発行済株式総数は28,620株となっております。

　 13　有償一般募集(ブックビルディング方式)

　　発行価格　70,000円　発行価額　51,000円　引受価額　65,100円　資本組入額　32,550円

　 14　平成19年10月19日から平成20年３月31日までの新株予約権の行使により、株式数は1,210株増加し、発

行済株式総数は35,230株となっております。
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(5) 【所有者別状況】

平成21年３月31日現在

区分

株式の状況
単元未満株
式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 2 8 33 ― 2 1,2961,341―

所有株式数
(株)

― 535 280 4,486 ― 2 29,92735,230―

所有株式数
の割合(％)

― 1.52 0.79 12.73 ― 0.01 84.95100.0―

(注)　自己株式1,621株は、「個人その他」に含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

田中　秀夫 東京都港区 14,506 41.18

有限会社リバティーハウス 東京都港区海岸1-1-1-3303 2,540 7.21

株式会社エー・ディー・ワーク
ス

東京都中央区銀座8-2-8　京都新聞銀座ビル６
階

1,621 4.60

増田　努 東京都西東京市 900 2.55

持永　和宏 大分県大分市 565 1.60

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 470 1.33

安達　俊秀 東京都西東京市 400 1.14

MUFGベンチャーキャピタル１号

投資事業有限責任組合
東京都中央区京橋2-14-1 400 1.14

原　利典 東京都中央区 390 1.11

株式会社河辺工業 愛知県名古屋市中村区長戸井町4-52 326 0.93

計 ― 22,118 62.78
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式  1,621 1,621 ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 33,609 33,609 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 35,230 ― ―

総株主の議決権 ― 35,230 ―

　

② 【自己株式等】

平成21年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社エー・ディー・

ワークス

東京都中央区銀座8-2-8

京都新聞銀座ビル６階
1,621 ― 1,621 4.60

計 ― 1,621 ― 1,621 4.60
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該ストックオプション制度の内容は下記のと

おりであります。

　

平成17年８月８日臨時株主総会決議に基づき、平成17年８月31日に付与

決議年月日 平成17年８月８日

付与対象者の区分及び人数（名）
①取締役 １

②監査役 １

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

同上

（注）本新株予約権は、平成17年８月８日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を2,500個、新株予約権の目的と

なる株式の数の上限を2,500株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年８月30日開催の取締役会におい

て、新株予約権の数550個、新株予約権の目的となる株式の数550株の発行を決議いたしました。

　

平成17年８月８日臨時株主総会決議に基づき、平成17年８月31日に付与

決議年月日 平成17年８月８日

付与対象者の区分及び人数（名）
①取締役 ４

②従業員 13

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

同上

（注）１．付与対象者の人数並びに株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失したものの人数並びに株式の数を減じております。

２．本新株予約権は、平成17年８月８日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を2,500個、新株予約権の目

的となる株式の数の上限を2,500株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年８月30日開催の取締役

会において、新株予約権の数1,425個、新株予約権の目的となる株式の数1,425株の発行を決議いたしました。
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平成18年３月14日臨時株主総会決議に基づき、平成18年３月31日に付与

決議年月日 平成18年３月14日

付与対象者の区分及び人数（名）
①　取締役 １

②　従業員 18

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

同上

（注）１．付与対象者の人数並びに株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失したものの人数並びに株式の数を減じております。

２．本新株予約権は、平成18年３月14日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を525個、新株予約権の目的

となる株式の数の上限を525株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年３月30日開催の取締役会に

おいて、新株予約権の数258個、新株予約権の目的となる株式の数258株の発行を決議いたしました。

　

平成19年３月12日臨時株主総会決議に基づき、平成19年３月31日に付与

決議年月日 平成19年３月12日

付与対象者の区分及び人数（名） 従業員 30

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

同上

（注）１．付与対象者の人数並びに株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失したものの人数並びに株式の数を減じております。

２．本新株予約権は、平成19年３月12日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を250個、新株予約権の目的

となる株式の数の上限を250株として発行の決議を受け、これに基づき平成19年３月12日開催の取締役会に

おいて、新株予約権の数200個、新株予約権の目的となる株式の数200株の発行を決議いたしました。
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平成20年６月26日定時株主総会決議に基づき、平成20年６月30日に付与

決議年月日 平成20年６月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 従業員 34

株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数（株） 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

同上

（注）１．付与対象者の人数並びに株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失したものの人数並びに株式の数を減じております。

２．本新株予約権は、平成20年６月26日開催の定時株主総会で新株予約権の数の上限を500個、新株予約権の目的

となる株式の数の上限を500株として発行の決議を受け、これに基づき平成20年６月26日開催の取締役会に

おいて、新株予約権の数500個、新株予約権の目的となる株式の数500株の発行を決議いたしました。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

株主総会(平成20年６月26日決議)での決議状況

(取得期間平成20年６月27日～平成20年12月30日)
1,000 50,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 1,000 17,927

残存授権株式の総数及び価額の総額 － 32,073

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － 64.15
　 　 　

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) － 64.15

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成20年11月13日決議)での決議状況

(取得期間平成20年11月14日～平成21年３月31日)
1,000 30,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 621 8,721

残存授権株式の総数及び価額の総額 379 21,278

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 37.90 70.93
　 　 　

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) 37.90 70.93

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成21年３月27日決議)での決議状況

(取得期間平成21年４月１日～平成21年６月30日)
1,000 30,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存授権株式の総数及び価額の総額 1,000 30,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 100.00 100.00
　 　 　

当期間における取得自己株式 502 8,743

提出日現在の未行使割合(％) 50.20 29.15

(注) 当期間における取得自己株式には、平成21年６月１日から有価証券報告書提出日までの普通株式の取得株式数は

含まれておりません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 1,621 ― 2,123 ―

(注) 当期間における保有自己株式には、平成21年６月１日から有価証券報告書提出日までの普通株式の取得株式数は

含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は株主への利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、配当政策については中長期的な事業計

画に基づき、企業体質の強化と将来の事業展開のため内部留保の充実を図るとともに業績に応じた安定的

な配当を総合的に勘案して行うことを基本方針としております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本方針としております。また、配当の決定機

関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

　当事業年度の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり500円としておりま

す。

　内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとして投入していくこととしております。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

　

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

(百万円)

１株当たり配当額

(円)

平成21年６月26日

定時株主総会決議
16 500

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第79期 第80期 第81期 第82期 第83期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高(円) ― ― ― 213,000 48,000

最低(円) ― ― ― 29,400 9,250

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

当社株式は、平成19年10月19日からジャスダック証券取引所に上場されております。それ以前については、該当事

項はありません。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高(円) 17,000 17,500 17,000 15,200 13,600 16,600

最低(円) 10,200 14,100 13,300 11,900 9,250 10,020

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表

取締役社長
― 田中　秀夫 昭和25年２月７日

昭和48年４月 西武不動産㈱入社

(注)３ 14,506

平成３年７月 田中不動産事務所開業

平成４年10月 ㈱ハウスポート西洋（現みずほ信

不動産販売㈱）入社

平成５年３月 当社取締役就任

平成７年２月 当社代表取締役社長就任（現任）

平成20年４月 代業取締役社長(兼)管理本部　本部

長就任

専務

取締役
― 増田　努 昭和33年２月３日

昭和55年４月 東急不動産㈱入社

(注)３ 900

平成４年８月 ㈱ハウスポート西洋（現みずほ信

不動産販売㈱）入社

平成12年９月 みずほアセット住宅販売㈱（現　み

ずほ信不動産販売㈱）入社

平成15年10月 当社取締役就任

平成16年４月 当社常務取締役就任

平成18年４月 当社専務取締役就任（現任）

平成20年４月 専務取締役(兼)不動産営業本部　本

部長就任

取締役 ― 安達　俊秀 昭和23年４月26日

昭和47年３月 永大産業㈱入社

(注)３ 400

昭和51年４月 菱和ハウス㈱入社

昭和55年４月 住友不動産㈱入社

平成８年11月 アメリカンホーム㈱入社

平成13年４月 ㈱コンテック入社

平成15年10月 当社入社不動産営業部長就任

平成17年12月 当社取締役就任(現任)

取締役 ― 本多　正憲 昭和24年８月19日

昭和48年４月 住友海上火災保険㈱（現三井住友

海上火災保険㈱）入社

(注)３ 230

平成元年２月 シティバンクエヌ・エイ入社

平成３年１月 オリコ生命㈱（現ピーシーエー生

命保険㈱）入社

平成９年３月 ㈱野村総合研究所入社(現任)

平成13年６月 当社取締役就任（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数

(株)

監査役

（常勤）
― 志村　久雄 昭和17年９月22日

昭和41年４月 朝日生命保険相互会社入社

(注)４ ―
平成12年８月 リベレステ㈱、常勤監査役就任

平成17年６月 当社監査役就任

平成19年９月 当社常勤監査役就任（現任）

監査役 ― 蝦名　卓 昭和37年２月26日

昭和59年４月 安田生命保険相互会社(現明治安

田生命保険相互会社)入社

(注)４ ―

昭和63年10月 中央新光監査法人(現みすず監査

法人)入所

平成元年10月 監査法人加藤事務所入所

平成４年３月 公認会計士登録

平成７年７月 ㈱ジャフコ入社

平成12年５月 蝦名公認会計士事務所開設（現

任）

平成12年５月 ㈱データコム、監査役就任（現

任）

平成15年３月 マイクロバイオ㈱、監査役就任

（現任）

平成17年６月 当社監査役就任（現任）

平成18年10月 ㈱エイタロウソフト、監査役就任

(現任)

平成18年12月 ジェイモードエンタープライズ

㈱、監査役就任（現任）

監査役 ― 吉田元幸 昭和23年11月５日

昭和47年４月 ㈱日本長期信用銀行入行

(注)４ ―

平成９年７月 ㈱ユニマットオフィスコ出向

(㈱日本長期信用銀行人事部付参

事役）

平成11年３月 ㈱日本長期信用銀行退社

平成11年４月 ㈱ユニマットオフィスコ入社

平成18年６月 当社入社

平成19年４月 内部監査室長

平成20年４月 当社管理部担当部長

平成21年６月 当社監査役（現任）

計 　 16,036

(注) １　取締役本多正憲は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役志村久雄、蝦名 卓は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成21年６月26日開催の定時株主総会終結のときから平成22年3月期に係る定時株主総会終

結のときまでであります。

４　監査役の任期は、平成19年６月28日開催の定時株主総会終結のときから平成23年3月期に係る定時株主総会終

結のときまでであります。

５　当社は、平成20年３月13日開催の取締役会において、業務内マネジメント対制の充実を目的として執行役員制

度の導入を決議し、平成20年４月１日付で２名が執行役員となっております。なお、執行役員は従業員の最高

職位(「高級幹部従業員」)として位置づけられ、取締役と執行役員の兼務者はおりません。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスに対する社会的注目度が高まる中、適切な機関設計に基づく経営の

公正性の確保および株主・債権者等ステークホルダーへの説明責任を果たすことによる経営の透明性の

維持・向上をコーポレート・ガバナンスの基本課題としております。具体的には、会社法上の各種機関等

の設置および経営環境の変化に柔軟に対応でき、牽制が利き、コンプライアンス意識を徹底させた内部統

制・開示体制を構築し、適切に運営することであります。

こうしたコーポレート・ガバナンスの強化を通じての、又ゴーイングコンサーンとしての企業の長期

的・社会的価値の最大化が経営の最優先課題であり、ステークホルダーに対する責務であると認識して

おります。

　

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

1. 会社の機関の内容

取締役の業務執行に関する意思決定機関であり監督機関である取締役会は取締役４名（うち１名は会

社法第２条第15号に定める社外取締役）で構成されており、定時取締役会を月１回、加えて緊急な意思決

定が必要な場合には、業務運営の迅速化および経営の透明性の強化のために、臨時取締役会を随時開催し

ております。

また、監査役会は常勤監査役２名（うち１名は会社法第２条第16号に定める社外監査役）、非常勤監査

役１名（会社法第２条第16号に定める社外監査役）の３名で構成されており、定時監査役会を月１回、加

えて経営全般に対する監査および経営の透明性の向上のために、臨時監査役会を随時開催しております。

監査役は、取締役会や経営会議への出席、決算書類等の閲覧を通じて、取締役会での意思決定の過程およ

び取締役の業務執行状況について監査いたしております。
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2. 経営管理の状況

月次の業績及び問題点の把握、改善策等を討議するため、取締役、監査役および各部課長が参加する経

営会議を月一回、各営業担当者の活動報告及び販売戦略の企画立案、検討を討議するため、営業担当取締

役、営業担当者が参加する営業会議を月一回開催しております。

　

3. 内部監査及び監査役監査体制の状況

内部統制の有効性および実際の業務執行状況については、社長直属の内部監査室を設置し、常勤担当者

１名を選任しております。内部監査室は、各部門に対して年度計画に則して、業務活動の全般、事業所の運

営状況、法律・法令の遵守状況について監査を実施しております。

また、監査役４名において監査役会を構成し、監査役相互間の連携強化に努めております。

なお、内部監査担当者、監査役および会計監査人は、定期的にミーティングを開催することによって情

報交換を行い、連携を密にすることによって的確な監査体制の維持にも注力しております。

　

4. 金融商品取引法により導入される内部統制報告制度への対応状況

金融商品取引法は第24条の４の４第1項において、平成20年４月１日以降開始する事業年度において、

全ての上場会社に内部統制報告書の作成を求めております。

こうした金融商品取引法への対応として、当社では社長直轄の業務改善委員会を設置し、管理本部長を

プロジェクトリーダーに、全社横断的に選別されたプロジェクトメンバー８名と事務局２名にて、平成20

年４月からの「内部統制制度」導入に向けた作業をスタートさせております。

　

③ リスク管理体制の整備状況

1990年代からグローバルに広がってきた「企業の社会的責任(CSR＝Corporate Social

Responsibility)」を求める潮流は日本の企業社会にも大きな影響を与え始めております。「CSR」は不

祥事や法令違反等コンプライアンス違反に対し、その責任が問われるというレベルにとどまるものでは

ないと同時に、事業活動とはなれたところで何か特別な社会貢献活動が求められているものでもありま

せん。社会的に責任ある企業とは①事業面・社会面・環境面等に関連するステークホルダーから支持さ

れ、信頼される関係を作り、②各種のリスクを克服して持続可能性に優れた企業のことを意味します。こ

のような状況認識の下、当社は、「CSR」を「コンプライアンス」、「リスク対応」をも包摂した、より上

位の活動概念であると捉え、各部部課長等をメンバーとするCSR委員会を設置し、従業員の意識喚起、啓蒙

を図っております。

　

④ 役員報酬の内容

当社の役員に対する報酬の内容は以下の通りであります。

当社の取締役に対する報酬は、56,190千円であります。（うち社外取締役１名　1,200千円）

当社の監査役に対する報酬は、9,900千円であります。（うち社外監査役３名　7,200千円)

　

⑤ 監査報酬の内容

当社の監査法人トーマツに対する公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬等の内容は

以下の通りであります。

　公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　　　　　 21,000千円

上記以外の四半期の財務情報開示に関する相談業務等に基づく報酬　3,500千円
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⑥ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係等は以下のとおりであります。

　

社外取締役・監査役の氏名 人的関係 資本的関係

本多　正憲 ― 当社株式230株を保有

　

⑦ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び監査業務に係る補助者の構成

公認会計士の氏名 所属する監査法人

業務を執行した公認会計士
望　月　明　美 監査法人トーマツ

三　富　康　史 監査法人トーマツ

＊関与継続年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

　

監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士　　４名

会計士補等　　６名

　

⑧ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結

　　　当社は、定款の定めに基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第427条第1項に規定する、任務

を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、法令に定める額を責任の限度額として締結してお

ります。

　

⑨ 取締役の定数

　　当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

　

⑩ 取締役の選任の決議要件

　　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

　

⑪ 株主総会の特別決議要件

　　当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定め

ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営

を行うことを目的とするものであります。

　

⑫ 中間配当の実施

　　当社は、株主への利益還元の機動性を高めるため、中間配当の実施について、取締役会決議により毎年9月

30日を基準日として行うことができる旨を定款に定めております。

　

⑬ 自己株式の取得

当社は、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするために、会社法第165条２項

の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に

定めております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 ― ― 21,000 3,500

計 ― ― 21,000 3,500

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当事業年度においては、

財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務であります。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作

成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成19年４月１日から平成20年

３月31日まで)及び当事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)の財務諸表について監査法

人トーマツの監査を受けております。

　

３　連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断

を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりです。

資産基準　　　　　0.2%

売上高基準　　　　0.0%

利益基準　　　　△1.3%

利益剰余金基準　△0.3%

(注) 割合の算定において、会社間における債権債務及び資産に含まれる未実現損益並びに会社間取引の

消去は行っておりません。
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１【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,053,533 ※1
 695,241

売掛金 24,307 20,946

販売用不動産 ※1
 4,739,499

※1
 3,345,793

未成工事支出金 ※1
 719,568 －

仕掛販売用不動産 － ※1
 638,238

前渡金 31,500 －

前払費用 24,728 10,053

繰延税金資産 96,996 64,194

その他 18,783 31,035

貸倒引当金 △3,132 △3,132

流動資産合計 6,705,785 4,802,371

固定資産

有形固定資産

建物 15,762 15,762

減価償却累計額 △4,374 △6,111

建物（純額） 11,387 9,650

工具、器具及び備品 25,387 25,190

減価償却累計額 △16,954 △19,782

工具、器具及び備品（純額） 8,433 5,408

有形固定資産合計 19,821 15,058

無形固定資産

ソフトウエア 1,607 968

電話加入権 86 86

無形固定資産合計 1,693 1,054

投資その他の資産

投資有価証券 11,430 3,292

関係会社株式 － 8,000

関係会社出資金 3,000 3,000

敷金 23,021 23,021

長期前払費用 301 320

繰延税金資産 － 7,950

その他 16,235 1,285

投資その他の資産合計 53,987 46,869

固定資産合計 75,502 62,982

資産合計 6,781,287 4,865,353
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 43,230 45,849

短期借入金 ※1, ※2, ※3
 2,341,400

※1
 768,000

1年内償還予定の社債 60,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※2
 797,775

※1, ※2
 390,820

未払金 55,320 23,454

未払費用 15,185 10,279

未払法人税等 110,446 1,615

前受金 16,000 3,000

預り金 12,014 32,478

前受収益 17,567 11,707

家賃預り金 45,833 40,778

預り敷金 185,242 159,733

賞与引当金 30,371 16,590

その他 59,141 408

流動負債合計 3,789,527 1,554,716

固定負債

社債 80,000 30,000

長期借入金 ※1, ※2
 1,263,520

※1, ※2
 1,652,543

繰延税金負債 535 －

固定負債合計 1,344,055 1,682,543

負債合計 5,133,582 3,237,259

純資産の部

株主資本

資本金 426,770 426,770

資本剰余金

資本準備金 360,663 360,663

資本剰余金合計 360,663 360,663

利益剰余金

利益準備金 7,500 7,500

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 851,959 857,226

利益剰余金合計 859,459 864,726

自己株式 － △26,639

株主資本合計 1,646,892 1,625,520

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 812 40

評価・換算差額等合計 812 40

新株予約権 － 2,534

純資産合計 1,647,704 1,628,094

負債純資産合計 6,781,287 4,865,353
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

売上高

不動産鑑定・コンサルティング事業収入 229,089 122,445

不動産投資ファンド・サポート事業収入 129,282 124,768

不動産マネジメント事業収入 580,475 486,049

不動産流動化事業収入 9,022,856 5,370,954

売上高合計 9,961,703 6,104,217

売上原価

不動産鑑定・コンサルティング事業原価 133,007 93,517

不動産投資ファンド・サポート事業原価 52,539 97,987

不動産マネジメント事業原価 279,748 207,190

不動産流動化事業原価 8,215,330 ※1
 5,087,597

売上原価合計 8,680,624 5,486,292

売上総利益 1,281,078 617,925

販売費及び一般管理費 ※2
 675,808

※2
 445,169

営業利益 605,269 172,755

営業外収益

受取利息及び配当金 2,048 1,265

業務受託料 360 －

保険解約返戻金 1,052 751

年金掛金返戻金 － 1,222

印紙税還付金 － 440

その他 359 174

営業外収益合計 3,821 3,854

営業外費用

支払利息 166,278 101,109

支払手数料 20,225 23,269

シンジケートローン手数料 4,583 －

社債発行費 1,409 －

株式交付費 9,180 －

株式公開費用 9,204 －

その他 1,333 1,209

営業外費用合計 212,216 125,588

経常利益 396,874 51,021

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,856

保険解約益 13,123 －

特別利益合計 13,123 1,856

特別損失

固定資産除却損 ※3
 536

※3
 123

投資有価証券評価損 3,202 4,735

特別損失合計 3,739 4,859

税引前当期純利益 406,258 48,017

法人税、住民税及び事業税 244,246 290

法人税等調整額 △67,779 24,845

法人税等合計 176,467 25,135

当期純利益 229,791 22,882
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　　【売上原価明細書】
　

(1) 不動産鑑定・コンサルティング事業原価

　 　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

　Ⅰ　労務費 　 90,61668.1 65,73170.3

　Ⅱ　経費 ※ 42,39031.9 27,78529.7

計 　 133,007100.0 93,517100.0

　 　 　 　 　 　
　

(注) ※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

業務委託費 21,840 13,240

　

(2) 不動産投資ファンド・サポート事業原価

　 　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

　Ⅰ　労務費 　 45,14485.9 41,22842.1

　Ⅱ　経費 ※ 7,39414.1 56,75857.9

計 　 52,539100.0 97,987100.0

　 　 　 　 　 　
　

(注) ※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

業務委託費 ― 49,408

地代家賃 2,458 3,223
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(3) 不動産マネジメント事業原価

　 　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

　Ⅰ　労務費 　 68,42324.5 43,50721.0

　Ⅱ　経費 ※ 211,32475.5 163,68279.0

計 　 279,748100.0 207,190100.0

　 　 　 　 　 　
　

(注) ※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

消耗品費 15,959 10,916

水道光熱費 14,597 14,471

支払手数料 46,122 33,508

業務委託費 77,968 68,800

管理諸費用 25,783 15,387

　

(4) 不動産流動化事業原価

　 　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

　Ⅰ　販売用不動産当期仕入高 　 7,462,92997.4 3,345,71192.6

　Ⅱ　開発用不動産当期仕入高 　 196,2862.6 266,8507.4

Ⅲ　経　費 　 ― ― ― ―

　　　受入高合計 　 7,659,216100.0 3,612,561100.0

　販売用不動産期首たな卸高 　 5,343,951　 4,739,499　

未成工事支出金期首たな卸高 　 671,230 　 ― 　

仕掛販売用不動産期首たな卸
高

　 ― 　 719,568 　

　販売用不動産期末たな卸高 　 4,739,499　 3,345,793　

　未成工事支出金期末たな卸高 　 719,568 　 ― 　

仕掛販売用不動産期末たな卸
高

　 ― 　 638,238 　

差引　不動産流動化事業原価 　 8,215,330　 5,087,597　

　 　 　 　 　 　
　
（原価計算の方法）

　　個別原価計算により計算しております。
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 242,530 426,770

当期変動額

新株の発行 175,770 －

新株の発行（新株予約権の行使） 8,470 －

当期変動額合計 184,240 －

当期末残高 426,770 426,770

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 176,423 360,663

当期変動額

新株の発行 175,770 －

新株の発行（新株予約権の行使） 8,470 －

当期変動額合計 184,240 －

当期末残高 360,663 360,663

資本剰余金合計

前期末残高 176,423 360,663

当期変動額

新株の発行 175,770 －

新株の発行（新株予約権の行使） 8,470 －

当期変動額合計 184,240 －

当期末残高 360,663 360,663

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 7,500 7,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,500 7,500

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 622,168 851,959

当期変動額

剰余金の配当 － △17,615

当期純利益 229,791 22,882

当期変動額合計 229,791 5,267

当期末残高 851,959 857,226

利益剰余金合計

前期末残高 629,668 859,459

当期変動額

剰余金の配当 － △17,615

当期純利益 229,791 22,882

当期変動額合計 229,791 5,267

当期末残高 859,459 864,726

自己株式

前期末残高 － －

当期変動額

自己株式の取得 － △26,639

当期変動額合計 － △26,639

当期末残高 － △26,639
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 1,048,621 1,646,892

当期変動額

新株の発行 351,540 －

新株の発行（新株予約権の行使） 16,940 －

剰余金の配当 － △17,615

当期純利益 229,791 22,882

自己株式の取得 － △26,639

当期変動額合計 598,271 △21,372

当期末残高 1,646,892 1,625,520

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △386 812

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,199 △772

当期変動額合計 1,199 △772

当期末残高 812 40

評価・換算差額等合計

前期末残高 △386 812

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,199 △772

当期変動額合計 1,199 △772

当期末残高 812 40

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,534

当期変動額合計 － 2,534

当期末残高 － 2,534

純資産合計

前期末残高 1,048,234 1,647,704

当期変動額

新株の発行 351,540 －

新株の発行（新株予約権の行使） 16,940 －

剰余金の配当 － △17,615

当期純利益 229,791 22,882

自己株式の取得 － △26,639

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,199 1,761

当期変動額合計 599,470 △19,610

当期末残高 1,647,704 1,628,094
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 406,258 48,017

減価償却費 8,490 6,021

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,132 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,301 △13,780

受取利息及び受取配当金 △2,048 △1,265

支払利息 166,278 101,109

シンジケートローン手数料 4,583 －

支払手数料 20,225 23,269

社債発行費 1,409 －

株式交付費 9,180 －

保険解約損益（△は益） △13,123 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,856

固定資産除却損 536 123

投資有価証券評価損益（△は益） 3,202 4,735

売上債権の増減額（△は増加） △6,117 3,361

仕入債務の増減額（△は減少） △3,116 2,619

たな卸資産の増減額（△は増加） 556,114 1,475,035

前渡金の増減額（△は増加） 28,815 31,500

前受金の増減額（△は減少） △5,000 △13,000

前受収益の増減額（△は減少） 460 △5,859

家賃預り金の増減額（△は減少） 13,516 △5,054

預り敷金の増減額（△は減少） 111,412 △25,508

その他 120,260 △74,167

小計 1,420,171 1,555,301

利息及び配当金の受取額 2,048 1,265

利息の支払額 △176,394 △85,642

法人税等の支払額 △320,805 △106,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 925,020 1,364,274
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,057 △545

無形固定資産の取得による支出 △141 △198

投資有価証券の売却による収入 － 3,872

関係会社株式の取得による支出 － △8,000

保険積立金の解約による収入 23,821 －

その他 △943 750

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,680 △4,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 5,343,205 2,703,000

短期借入金の返済による支出 △7,582,805 △4,276,400

長期借入れによる収入 3,132,500 1,419,000

長期借入金の返済による支出 △2,278,164 △1,436,932

社債の発行による収入 98,590 －

社債の償還による支出 △45,000 △60,000

株式の発行による収入 359,299 －

自己株式の取得による支出 － △26,639

配当金の支払額 － △17,206

その他 △20,225 △23,269

財務活動によるキャッシュ・フロー △992,600 △1,718,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,899 △358,292

現金及び現金同等物の期首残高 1,104,433 1,053,533

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 1,053,533

※
 695,241
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　
前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

該当事項はありません。

　

【重要な会計方針】

　

項目

前事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日)

当事業年度

(自　平成20年４月１日

　至　平成21年３月31日)

 
１　有価証券の評価基準及び評

価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定）
 

その他有価証券

時価のあるもの

同　左

　 時価のないもの

移動平均法による原価法

 

時価のないもの

同　左

 
２　たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1) 販売用不動産

個別法による原価法
 

(1) 販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下による簿価

切下げの方法）

　
(2) 未成工事支出金

個別法による原価法
 

(2) 仕掛販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下による簿価

切下げの方法）

　
― （会計方針の変更）

　当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 

平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）が適用されたことに伴い、個別法に

よる原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下による簿価切下げの方

法）により算定しております。なお、こ

の変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。
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項目

前事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日)

当事業年度

(自　平成20年４月１日

　至　平成21年３月31日)

３　固定資産の減価償却の方法

 
(1) 有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産

旧定率法（但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設備を除

く）については旧定額法）

 

平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産

定率法（但し、建物（建物付属設備を

除く）については定額法）

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　 　15年～18年

工具、器具及び備品

４年～15年

 

（会計方針の変更）

法人税法の改正（「所得税法等の一

部を改正する法律」（平成19年３月30

日 法律第６号）及び「法人税法施行令

の一部を改正する政令」（平成19年３

月30日 政令第83号））に伴い、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資

産の減価償却費の計上については、改正

後の法人税法に基づく方法に変更して

おります。

なお、この変更が営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は

軽微であります。

 

(1) 有形固定資産

同　左

 

 

―

　
(2) 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。
 

(2) 無形固定資産

同　左
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項目

前事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日)

当事業年度

(自　平成20年４月１日

　至　平成21年３月31日)

４　繰延資産の処理方法

 

(1) 社債発行費

支出時に全額費用処理しております。
 

(2) 株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

 

(1) 社債発行費

―

 
 

(2) 株式交付費

―

 

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上することとしております。

 

(1) 貸倒引当金

同　左

　
(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当期に負担すべき額を

計上しております。

 

(2) 賞与引当金

同　左

６　リース取引の処理方法
 
リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。
 

―

 
７　キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

 
手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない短期的な投資からなっておりま

す。

 

同　左

 
８　その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。なお、控

除対象外消費税等は、発生事業年度の期

間費用としております。

 

消費税等の会計処理

同　左
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【会計方針の変更】
　

項目

前事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日)

当事業年度

(自　平成20年４月１日

　至　平成21年３月31日)

 
１　リース取引に関する会計基

準等

―
 
　所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

したが、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会　会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。

なお、この変更に伴う損益に与える影響

はありません。

　 　 　

　

【表示方法の変更】
　

前事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日)

当事業年度

(自　平成20年４月１日

　至　平成21年３月31日)

 
―

 

　
（貸借対照表）

　前事業年度まで流動資産に表示しておりました「未成

工事支出金」は、より適切にその内容を示すために、当

事業年度より流動資産の「仕掛販売用不動産」として

表示しております。

　また、損益計算書の売上原価明細書における関連箇所

につきましても同様の表示変更をしております。

 
 
―

 

 

 

 

 

　
（損益計算書）

　前事業年度において営業外収益「その他」に含めて表

示しておりました「年金掛金返戻金」（前事業年度235

千円）は、営業外収益の10/100を超えたため、当事業年

度においては区分掲記することとしました。
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【注記事項】
　

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

※１ 担保提供資産及び対応債務

 (1) 担保提供資産

販売用不動産 4,739,499千円

未成工事支出金 392,073 〃

　合計 5,131,573千円

 

※１ 担保提供資産及び対応債務

 (1) 担保提供資産

現金及び預金 100,000千円

販売用不動産 3,345,793 〃

仕掛販売用不動産 245,416 〃

　合計 3,691,209千円

 

(2) 対応債務

短期借入金 2,055,000千円

１年内返済予定長期借入金 755,600 〃

長期借入金 1,246,200 〃

　合計 4,056,800千円

 

(2) 対応債務

短期借入金 749,500千円

１年内返済予定長期借入金 323,520 〃

長期借入金 1,581,680 〃

　合計 2,654,700千円

 

※２ 財務制限条項

（個別金銭消費貸借契約）

当社の借入金のうち、㈱りそな銀行との個別金銭消費

貸借契約（残高合計1,041,050千円）には財務制限条項

が付されており、下記のいずれかの条項に該当した場合

には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一

括返済することがあります。

(1) ２期連続当期赤字

２期連続当期赤字とは、最終の決算期およびその前の

決算期において、損益計算書（もしくはこれに準じるも

の）における当期利益が赤字である場合をいい、３期以

上連続して当期利益が赤字になる場合も改めてこの条

項に該当するものとします。

(2) 債務超過

債務超過とは、最終の決算期の貸借対照表において、

負債が資産を上回る状態をいいます。

 

※２ 財務制限条項

（個別金銭消費貸借契約）

当社の借入金のうち、㈱りそな銀行との個別金銭消費

貸借契約（残高合計962,450千円）には財務制限条項が

付されており、下記のいずれかの条項に該当した場合に

は、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括

返済することがあります。

(1) ２期連続当期赤字

２期連続当期赤字とは、最終の決算期およびその前の

決算期において、損益計算書（もしくはこれに準じるも

の）における当期利益が赤字である場合をいい、３期以

上連続して当期利益が赤字になる場合も改めてこの条

項に該当するものとします。

(2) 債務超過

債務超過とは、最終の決算期の貸借対照表において、

負債が資産を上回る状態をいいます。
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　 前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

（コミットメントライン契約）

　借入金のうちコミットメントライン契約には財務制限

条項が付されており、次の各号に定める事由に一つでも

違反した場合には、契約条件が変更され、適用利率が変更

あるいはコミットメントが終了することがあります。

　(1)、(2)および(3)のいずれかに違反した場合、当該違反

した日またはそれ以降の日を取引日とする貸越金に係る

適用利率が短期プライムレート＋2.0％に変更されます。

　(1)、(2)および(3)のうち二つ以上の条項に違反した場

合、または(4)に違反した場合、債権者によりいつでも契

約を終了させられることがあります。

 

(1) 各事業年度の決算期（中間決算期を含まない。以下、

同じ。）の末日における貸借対照表に示される純資産の

部の金額について、平成18年３月期の決算期の末日にお

ける貸借対照表における純資産額の90％以上にそれぞれ

維持すること。

 

(2) 各事業年度の決算期にかかる損益計算書上の経常損

益に関して、それぞれ２期連続して経常損失を計上しな

いこと。

 

(3) 各決算期において、レバレッジ倍率5.0倍以下を維持

すること。ここでいうレバレッジ倍率は、期末有利子負債

総額から期末現金及び預金並びに運転資金を引いた金額

を当期営業利益と当期減価償却費を加えた額で除した数

値をいう。有利子負債総額とは、短期借入金、長期借入金、

社債および手形割引の合計をいい、運転資金とは、「（売

掛金＋受取手形＋たな卸資産）―（買掛金＋支払手

形）」をいうものとする。

 

(4) 貸借対照表上の勘定科目である販売用不動産におい

て同一物件が２単体決算期連続で計上されないこと。

 

（コミットメントライン契約）

―

※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る借入金未実行残高は以下のとおりであ

ります。
 

当座貸越契約及び 　

貸出コミットメントの総額 100,000千円

借入実行残高 100,000 〃

差引額 ―　千円

 

―
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(損益計算書関係)
　

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

 
―
 

 
※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

　 　

　 　

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 77,036千円

給与手当 91,477 〃

租税公課 44,035 〃

減価償却費 6,783 〃

貸倒引当金繰入 3,132 〃

賞与引当金繰入 12,863 〃

販売仲介手数料 161,811 〃

業務委託費 74,277 〃

支払手数料 39,813 〃

 

売上原価 158,410千円

　 　

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 66,090千円

給与手当 85,203 〃

地代家賃 23,278 〃

租税公課 24,095 〃

減価償却費 5,229 〃

賞与引当金繰入 9,325 〃

販売仲介手数料 104,231 〃

業務委託費 37,678 〃

 

　前事業年度において3,588千円であった支払手数料が、

当事業年度において販売費及び一般管理費の総額の５％

を超えることとなったため、当事業年度より販売費及び

一般管理費の主なものとして記載しております。

　

　前事業年度において39,813千円であった支払手数料が、

当事業年度において販売費及び一般管理費の総額の５％

を超えないこととなったため、当事業年度より販売費及

び一般管理費の主なものとして記載しておりません。

　

　

 

　　　おおよその割合
 

販売費 37 ％

一般管理費 63 〃

 

　前事業年度において22,037千円であった地代家賃が、当

事業年度において販売費及び一般管理費の総額の５％を

超えることとなったため、当事業年度より販売費及び一

般管理費の主なものとして記載しております。

　

　　　おおよその割合
 

販売費 28 ％

一般管理費 72 〃

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
 

建物 529千円

工具、器具及び備品 6　〃

計 536千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
 

工具、器具及び備品 123千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）

１．発行済株式に関する事項
　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 28,620 株 6,610 株 ― 株 35,230 株

(注）平成19年10月18日、上場に伴う公募増資を行い5,400株増加いたしました。さらに平成19年10月19日から平成19年10月23日までの新

株予約権の行使により、1,210株増加いたしました。これらにより株式数は6,610株増加し、発行済株式数は35,230株となりました。

　
２．自己株式に関する事項
　

該当事項はありません。
　

３．新株予約権等に関する事項
　

該当事項はありません。
　

４．配当に関する事項

　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成20年６月26日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 17 500 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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当事業年度（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）
　

１．発行済株式に関する事項
　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 35,230 株 ― 株 ― 株 35,230 株

　

２．自己株式に関する事項
　

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 ― 株 1,621 株 ― 株 1,621 株

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
　定時株主総会決議による自己株式の取得による増加　1,000株
　取締役会決議による自己株式の取得による増加　　　　621株
　

３．新株予約権等に関する事項
　
　　新株予約権の当事業年度末残高
　　　　第５回新株予約権（ストック・オプションとしての新株予約権）　2,534千円
　

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成20年６月26日

定時株主総会
普通株式 17 500 平成20年３月31日 平成20年６月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 16 500 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)
　

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

 
※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係
 

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金 1,053,533千円

現金及び現金同等物 1,053,533千円
 
 

 
※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係
 

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金 695,241千円

現金及び現金同等物 695,241千円
 

　

(リース取引関係)
　

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

 
内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が

少額のため、記載を省略しております。

 

 
同　左
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(有価証券関係)

１．子会社株式で時価のあるもの

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

子会社株式がないため、該当事項はありません。

　

当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

子会社株式で時価のあるものはありません。

　

２．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前事業年度

（平成20年３月31日）

当事業年度

（平成21年３月31日）

取得原価
(千円)

貸借対照表

計上額

(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

貸借対照表

計上額

(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの
　 　 　 　 　 　

① 株式 69 1,650 1,580 69 138 68

② 債券 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

小計 69 1,650 1,580 69 138 68

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの
　 　 　 　 　 　

① 株式 2,480 2,270 △210 190 190 0

② 債券 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

小計 2,480 2,270 △210 190 190 0

合計 2,549 3,920 1,370 259 328 68

(注) ① 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

② 前事業年度において、株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損703千円を計上しております。

③ 当事業年度において、株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損190千円を計上しております。

　

３．時価評価されていない有価証券
　

区分

前事業年度

(平成20年３月31日)

当事業年度

(平成21年３月31日)

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 　 　

① 非上場株式 7,500 2,954

② 割引債券 10 10

合計 7,510 2,964

(注) ① 前事業年度において、非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損2,499千円を計上しております。

② 当事業年度において、非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損4,545千円を計上しております。
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(デリバティブ取引関係)

　
前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　

当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　

(退職給付関係)

　
前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

当社は、退職給付制度について確定拠出年金制度を採用しております。

なお、当事業年度の掛金支払額は6,632千円であります。

　

当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

当社は、退職給付制度について確定拠出年金制度を採用しております。

なお、当事業年度の掛金支払額は5,668千円であります。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日 平成17年８月８日 平成17年８月８日 平成18年３月14日 平成19年３月12日

付与対象者の区分及

び人数（名）

取締役 1

監査役 1

取締役　5

従業員 18

取締役　1

従業員 29
従業員 44

株式の種類及び付与

数（株）(注)
普通株式 1,100 普通株式 2,850 普通株式 516 普通株式 200

付与日 平成17年８月31日 平成17年８月31日 平成18年３月31日 平成19年３月31日

権利確定条件

権利行使時におい

て、当社、当社の子会

社または関連会社の

取締役、監査役また

は従業員その他これ

に準ずる地位にある

ことを要する。

同左 同左 同左

対象勤務期間 ― ― ― ―

権利行使期間
平成17年９月１日から

平成27年８月31日まで

平成19年９月１日から

平成21年８月31日まで

平成20年４月１日から

平成22年３月31日まで

平成21年４月１日から

平成23年３月31日まで

(注) 平成18年５月31日付けで普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。

　

(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況

① ストック・オプションの数

決議年月日 平成17年８月８日 平成17年８月８日 平成18年３月14日 平成19年３月12日

権利確定前 　 　 　 　

　期首（株） ― 2,638 464 200

　付与（株） ― ― ― ―

　失効（株） ― 4 14 14

　権利確定（株） ― 2,634 ― ―

　未確定残（株） ― ― 450 186

権利確定後 　 　 　 　

　期首（株） 1,100 ― ― ―

　権利確定（株） ― 2,634 ― ―

　権利行使（株） ― 1,210 ― ―

　失効（株） ― 6 ― ―

　未行使残（株） 1,100 1,418 ― ―
　

② 単価情報

決議年月日 平成17年８月８日 平成17年８月８日 平成18年３月14日 平成19年３月12日

権利行使価格（円） 14,000 14,000 75,000 82,000

行使時平均株価（円） ― 193,000 ― ―

付与日における公正な

評価単価（円）
― ― ― ―
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２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
　

平成19年３月31日に付与したストック・オプションについて、平成19年3月期において当社は未公

開企業であるため公正な評価単価を本源的価値により算定しております。なお、本源的価値は以下の

とおりです。

　

(1) １株当たり評価方法および１株当たりの評価額
　
簿価純資産方式および類似業種批准方法により算出した価格を総合的に勘案して決定した評価額
82,000円

　

(2) 新株予約権の行使価格　82,000円
　

算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値

はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
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当事業年度（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）

１．当事業年度における費用計上額および科目名

売上原価（株式報酬費用）　　　　　　　1,173千円

販売費及び一般管理費（株式報酬費用）　1,361千円

　

２．ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日 平成17年８月８日 平成17年８月８日 平成18年３月14日 平成19年３月12日 平成20年６月26日

付与対象者の区

分 及 び 人 数

（名）

取締役 1

監査役 1

取締役　5

従業員 18

取締役　1

従業員 29
従業員 44 従業員 39

株式の種類及び

付与数（株）

(注)

普通株式 1,100普通株式 2,850普通株式 516 普通株式 200 普通株式 500

付与日 平成17年８月31日 平成17年８月31日 平成18年３月31日 平成19年３月31日 平成20年６月30日

権利確定条件

権利行使時にお

いて、当社、当社

の子会社または

関連会社の取締

役、監査役または

従業員その他こ

れに準ずる地位

にあることを要

する。

同左 同左 同左 同左

対象勤務期間 ― ― ― ― ―

権利行使期間
平成17年９月１日から

平成27年８月31日まで

平成19年９月１日から

平成21年８月31日まで

平成20年４月１日から

平成22年３月31日まで

平成21年４月１日から

平成23年３月31日まで

平成22年７月１日から

平成24年６月30日まで

(注) 平成18年５月31日付けで普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。
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(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況

① ストック・オプションの数

決議年月日 平成17年８月８日 平成17年８月８日 平成18年３月14日 平成19年３月12日 平成20年６月26日

権利確定前 　 　 　 　 　

　期首（株） ― ― 450 186 ―

　付与（株） ― ― ― ― 500

　失効（株） ― ― ― 16 53

　権利確定（株） ― ― 450 ― ―

　未確定残（株） ― ― ― 170 447

権利確定後 　 　 　 　 　

　期首（株） 1,100 1,418 ― ― ―

　権利確定（株） ― ― 450 ― ―

　権利行使（株） ― ― ― ― ―

　失効（株） ― ― 62 ― ―

　未行使残（株） 1,100 1,418 388 ― ―
　

② 単価情報

決議年月日 平成17年８月８日 平成17年８月８日 平成18年３月14日 平成19年３月12日 平成20年６月26日

権利行使価格（円） 14,000 14,000 75,000 82,000 36,548

行 使 時 平 均 株 価
（円）

― ― ― ― ―

付与日における公正

な評価単価（円）
― ― ― ― 15,070

　

３．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
　

(1) 使用した算定技法
　

ブラック・ショールズ式
　

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法
　

① 株価変動性　　　75.0％
　

当社は上場後の経過日数が浅く十分な株価情報の蓄積がないため、平成20年４月１日から平成20

年６月30日までの当社の株価実績に加え、事業内容が類似する同業他社の平成17年４月１日から平

成20年６月30日までの株価実績を使用して、総合的に勘案して算定している。
　

② 予想残存期間　　３年
　

十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行

使されるものと推定して見積もっている。
　

③ 予想配当　　　　500円/株
　

平成20年３月期の配当実績による
　

④ 無リスク利子率　1.2％
　

予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り

　

次へ
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(税効果会計関係)

前事業年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

当事業年度

(自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日)
 
１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳
 
繰延税金資産（流動） 　

　未払事業税 9,878千円

　賞与引当金 12,357

　未払法定福利費 1,606

　貸倒引当金 1,274

　棚卸資産評価損 71,878

合計 96,996千円

　 　

繰延税金資産（固定） 　

　減価償却超過額 22千円

合計 22千円

繰延税金負債（固定） 　

　その他有価証券評価差額金 557千円

合計 557千円

繰延税金負債（固定）の純額 535千円

　 　

 
１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳
 
繰延税金資産（流動） 　

　未払事業税 604千円

　賞与引当金 6,750

　未払法定福利費 884

　貸倒引当金 1,274

　繰越欠損金 54,681

合計 64,194千円

　 　

繰延税金資産（固定） 　

　減価償却超過額 34千円

　繰越欠損金 7,943

合計 7,978千円

繰延税金負債（固定） 　

　その他有価証券評価差額金 27千円

合計 27千円

繰延税金負債（固定）の純額 7,950千円

　 　
 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
 
　　法定実効税率 40.7%

（調整） 　

　交際費等永久に損金に算入されない項目 2.6

　住民税均等割等 0.1

　その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.4%

 

 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
 
　　法定実効税率 40.7%

（調整） 　

　交際費等永久に損金に算入されない項目 10.9

　住民税均等割等 0.6

　その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.3%

 

　

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

関連会社がないため、該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

関連会社がないため、該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　　役員及び個人主要株主等
　

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員
個人主
要株主

田中　秀夫 ― ―
当社代表
取締役

被保有）
直接41.2
間接 8.4
 

― ―

当社金融機
関借入債務
に対する被
保証

28,180― ―

 (注) 1 上記金額には消費税等が含まれておりません。

　　　 2 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社は金融機関借入に対して、主要株主兼代表取締役社長である田中秀夫より債務保証を受けております。な

お、保証料の支払は行っておりません。また、当該借入は制度融資である「ＣＬＯ対応資金融資」を利用したも

ので、スキーム上実質的に期限前返済ができない性質のものであり、返済期限が到来するまでは被債務保証取

引を解消することができません。金融機関別の借入残高および返済期限は、㈱みずほ銀行17,500千円（平成21

年12月25日）、㈱東京都民銀行10,680千円（平成22年３月23日）となっております。

　

当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　　役員及び個人主要株主等
　

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員
個人主
要株主

田中　秀夫 ― ―
当社代表
取締役

被保有）
直接43.2
間接 8.8
 

― ―

当社金融機
関借入債務
に対する被
保証

58,696― ―

 (注) 1 上記金額には消費税等が含まれておりません。

　　　 2 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社は金融機関借入に対して、主要株主兼代表取締役社長である田中秀夫より債務保証を受けております。な

お、保証料の支払は行っておりません。また、当該借入のうち12,860千円は制度融資である「ＣＬＯ対応資金融

資」を利用したもので、スキーム上実質的に期限前返済ができない性質のものであり、返済期限が到来するま

では被債務保証取引を解消することができません。金融機関別の借入残高および返済期限は、㈱みずほ銀行

7,500千円（平成21年12月25日）、㈱東京都民銀行5,360千円（平成22年３月23日）となっております。残る

45,836千円は東京信用保証協会における緊急保証制度を利用したもので、借入れに際して法人代表者が保証人

となることが求められております。借入先はさわやか信用金庫で、返済期限は平成23年12月20日となっており

ます。

　

（企業結合等関係）

　

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　　　該当事項はありません。

当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　　　該当事項はありません。
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 (１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

当事業年度

(自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 46,769円93銭１株当たり純資産額 48,366円82銭

１株当たり当期純利益 7,271円17銭１株当たり当期純利益 661円52銭

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

6,828円48銭
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

645円42銭

　 　

　

１．１株当たり純資産の算定上の基礎

項目
前事業年度末

（平成20年３月31日）

当事業年度末

（平成21年３月31日）

純資産の部合計(千円) 1,647,704 1,628,094

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―　　 2,534

　（内、新株予約権） （―） （2,534）

普通株式に係る期末純資産額(千円) 1,647,704 1,625,560

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式数(株)

35,230 33,609

　

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目

前事業年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益 　 　

当期純利益(千円) 229,791 22,882

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 229,791 22,882

普通株式の期中平均株式数(株) 31,603 34,591

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　 　

　当期純利益調整額(千円) ― ―

　普通株式増加数（株） 2,048.83 862.72

　（内、新株予約権） (2,048.83) (862.72)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要

新株予約権２種類

平成18年３月14日開

催の臨時株主総会決議

によるストックオプ

ション（新株予約権 普

通株式 460株）

平成19年３月12日開

催の臨時株主総会決議

によるストックオプ

ション（新株予約権 普

通株式 190株）

新株予約権３種類

平成18年３月14日開

催の臨時株主総会決議

によるストックオプ

ション（新株予約権 普

通株式 450株）

平成19年３月12日開

催の臨時株主総会決議

によるストックオプ

ション（新株予約権 普

通株式 186株）

平成20年６月26日開

催の臨時株主総会決議

によるストックオプ

ション（新株予約権 普

通株式 500株）
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(重要な後発事象)

　

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

（ストック・オプションの発行に係る事項の決定）

 
　当社は、平成20年６月26日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、

当社の従業員に対して、ストック・オプションとして新

株予約権を無償にて発行することを決議いたしました。

その内容は、「第４提出会社の状況　１株式等の状況　(8)

ストックオプション制度の内容」に記載のとおりです。

 

（自己株式取得に係る事項の決定）
 
当社は、平成20年６月26日開催の定時株主総会におい

て、会社法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る

事項につき決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

　機動的な株主還元の実行を可能とするために、またス

トック・オプションの行使時に新株発行に代えて自己株

式を交付することに備えるため、自己の株式を取得する

ものであります。

２．取得に係る事項の内容

　(1) 取得対象株式の種類

　　　当社普通株式
 
　(2) 取得する株式の総数

　　　1,000株

（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する

割合2.8％）
 

　(3) 株式の取得価額の総額

　　　50百万円
 
　(4) 取得期間

　　　平成20年６月27日～平成20年12月30日
 

―
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の貸借対照表計上額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規

定により記載を省略しております。

　

【有形固定資産等明細表】
　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額(千

円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 15,762 ― ― 15,7626,111 1,737 9,650

　工具、器具及び備品 25,387 545 742 25,19019,7823,447 5,408

有形固定資産計 41,149 545 742 40,95225,8945,18415,058

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　ソフトウエア 4,072 198 451 3,818 2,850 837 968

　電話加入権 86 ― ― 86 ― ― 86

無形固定資産計 4,158 198 451 3,904 2,850 837 1,054

長期前払費用 1,666 385 ― 2,051 1,730 365 320

(注) １.　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

サーバ本体 288千円（工具、器具及び備品） 　

中古事務用機器備品 257千円（工具、器具及び備品） 　

サーバ用ソフトウエア 198千円（ソフトウエア） 　

借入金保証料 385千円（長期前払費用） 　

　 　 　

２.　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア 451千円（ソフトウエア） 　

事務用機器備品 320千円（工具、器具及び備品） 　
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【社債明細表】

銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(％)

担保 償還期限

第１回無担保社債 平成17年６月10日 25,000
15,000
(10,000)

0.66無担保社債
平成22年６月10日
(注２)

第２回無担保社債 平成18年９月25日 30,000
10,000 
(10,000)

1.39無担保社債
平成21年９月25日

(注３)

第３回無担保社債 平成19年８月31日 85,000
55,000 
(30,000)

1.44無担保社債
平成22年８月31日

(注４)

合計 ― 140,000
80,000 
(50,000)

― ― ―

(注) １　（　）内書きは１年以内の償還予定額であります。

２　平成17年12月10日を第１回償還日として、その後毎年６月10日及び12月10日に5,000千円を償還し、

平成22年６月10日に残額を償還いたします。

３　平成19年９月25日を第１回償還日として、その後毎年３月25日及び９月25日に10,000千円を償還し、

平成21年９月25日に残額を償還いたします。

４　平成20年２月29日を第１回償還日として、その後毎年２月末日及び８月末日に、1,500千円を償還し、

平成22年８月31日に残額を償還いたします。

５　貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

　
１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

50,000 30,000 ― ― ―

　

【借入金等明細表】
　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 2,341,400 768,000 2.707 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 797,775 390,820 3.213 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

1,263,5201,652,543 2.075
平成23.6.13～
平成25.12.30

合計 4,402,6952,811,363 2.404 ―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総

額

　

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 163,500 755,843 78,600 654,600

　

【引当金明細表】
　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 3,132 ― ― ― 3,132

賞与引当金 30,371 16,590 30,371 ― 16,590
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 424

預金 　

当座預金 50

普通預金 594,220

定期預金 100,000

郵便振替口座 545

預金計 694,816

合計 695,241

　
② 売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

中央三井信託銀行株式会社 4,960

アセット・マネジャーズ株式会社 3,132

オリックス信託銀行株式会社 2,677

個人 1,901

合同会社Humanアセット第２号 1,249

その他 7,024

計 20,946

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
　
(Ａ)

当期発生高(千円)
　
(Ｂ)

当期回収高(千円)
　
(Ｃ)

当期末残高(千円)
　
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

24,307 223,239 226,601 20,946 91.5 37.0

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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③ 販売用不動産
　

物件所在地 金額(千円)

東京都国分寺市 1,409,048

東京都中央区 705,792

名古屋市中村区 441,351

東京都板橋区 258,538

東京都文京区 243,617

東京都世田谷区 202,126

神奈川県藤沢市 85,318

計 3,345,793

　
④ 仕掛販売用不動産
　

物件所在地 金額(千円)

川崎市中原区 392,822

東京都文京区 245,416

計 638,238

　
⑤ 買掛金
　

相手先 金額(千円)

各都税事務所・市役所等 25,746

株式会社ビックツリー 6,027

北島賢二 1,337

トータルハウジング株式会社 1,297

株式会社インクコーポレーション 1,207

その他 10,234

計 45,849

　
(3) 【その他】
　

当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等

　
第１四半期

(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

第２四半期
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

第３四半期
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

第４四半期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

売上高 (千円) 2,150,066 1,391,659 1,094,595 1,467,896

税引前四半期純利
益金額又は税引前
四半期純損失金額
（△）

(千円) 82,764 △10,758 △93,565 69,578

四半期純利益金額
又は四半期純損失
金額（△）

(千円) 47,982 △6,257 △52,456 33,613

１株当たり四半期
純利益金額又は１
株当たり四半期純
損失金額（△）

(円) 1,361.98 △178.57 △1,528.26 996.01
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 　４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 　毎決算期の翌日から３ヶ月以内

基準日 　３月31日

剰余金の配当の基準日 　９月30日、３月31日

１単元の株式数 　―

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所 　―

　　株主名簿管理人 　―

　　取次所 　―

　　買取手数料 　―

公告掲載方法

　電子公告とし、次の当社のホームページアドレスに掲載します。

　　http://www.adw-net.co.jp/

　但し、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日

本経済新聞に掲載してこれを行います。

株主に対する特典 　該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

　
１ 【提出会社の親会社等の情報】

　　　当社には、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

　　　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第82期(自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日)　平成20年６月26日関東財務局長に提

出。

　

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

事業年度　第82期(自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日)　平成20年７月29日関東財務局長に提

出。

　

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第83期第１四半期(自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日)　平成20年８月12日関東財務局長に提

出。

第83期第２四半期(自 平成20年７月１日　至 平成20年９月30日)　平成20年11月13日関東財務局長に提

出。

第83期第３四半期(自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日)　平成21年２月13日関東財務局長に提

出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成20年６月26日

 

株式会社エー・ディー・ワークス

取締役会　御中

 

 

監査法人　トーマツ  

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　浅　　枝　　芳　　隆　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　望　　月　　明　　美　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エー・ディー・ワークスの平成19年４月１日から平成20年３月31日ま

での第82期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ

・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監

査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エー・ディー・ワークスの平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上
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※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

　　　 　　　　　平成21年６月26日

　

株式会社エー・ディー・ワークス

取締役会　御中

　

　

監査法人　トーマツ 　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　望　　月　　明　　美　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　三　　富　　康　　史　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社エー・ディー・ワークスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第83期事

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及

び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社エー・ディー・ワークスの平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エー・

ディー・ワークスの平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統

制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場

から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚

偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見
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表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社エー・ディー・ワークスが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有

効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る

内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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